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過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）

一　

は 

じ 

め 

に

二　

日
本
法
に
お
け
る
議
論
状
況
の
整
理
と
課
題
の
抽
出

　

1　

過
失
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
と
し
て
の
結
果
回
避
可
能
性

　

2　

結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
方
法

　

3　

許
さ
れ
る
仮
定
の
範
囲

　

4　

小
括
と
検
討

三　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
要
件
の
理
解

　

1　

回
避
可
能
性
要
件
の
内
容
と
位
置
づ
け

　

2　

回
避
可
能
性
要
件
の
要
否
（
以
上
、
本
号
）

四　

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

1　

裁
判
実
務
に
お
け
る
認
定
方
法

　

2　

学
説
に
お
け
る
理
論
構
成



八
二

　

3　

小　
　
　

括

五　

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
の
判
断
手
法
に
関
す
る
検
討

　

1　

結
果
回
避
可
能
性
判
断
を
回
避
す
る
方
策
の
採
用
可
能
性

　

2　

他
者
の
注
意
義
務
違
反
に
よ
る
結
果
回
避
不
可
能
の
主
張
が
許
さ
れ
な
い
根
拠

　

3　

他
者
の
注
意
義
務
履
行
の
仮
定
が
許
さ
れ
る
範
囲

六　

お 
わ 
り 
に

一　

は 
じ 
め 
に

　

行
為
者
が
法
の
期
待
通
り
に
振
舞
っ
て
い
れ
ば
、
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
関
係
を
、
一
般
に
、
結
果
回
避
可
能
性
と
呼
ぶ
。

　

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
結
果
回
避
可
能
性
が
過
失
犯
の
成
立
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
大
方
の
一
致
が
み
ら
れ
る）
1
（

。
す
な
わ
ち
、
法
の
期
待

と
し
て
の
注
意
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
過
失
犯
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
結
果
は
発
生
し
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る）
2
（

。

　

さ
て
、
結
果
回
避
可
能
性
の
存
否
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
た
場
合
を
想
定
し
、
そ
の
場
合
に
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
問
う

こ
と
で
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
、
過
失
行
為
者
が
一
人
し
か
い
な
い
単
独
過
失
の
事
案
の
場
合
、
そ
の
者
の
注
意
義
務
の
履
行
の
み

を
仮
定
し
て
行
わ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
注
意
義
務
の
履
行
と
は
、
一
定
の
具
体
的
な
結
果
回
避
措
置
の
実
施
で
あ
り
、
当
該
措
置
が
結
果
回
避
に
と
っ
て

実
際
に
有
効
で
あ
っ
た
か
否
か
が
、
客
観
的
事
情
か
ら
事
後
的
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
注
意
義
務
の
履
行
と
し
て
ど
の
よ
う

な
具
体
的
措
置
の
実
施
を
仮
定
す
べ
き
で
あ
る
の
か
な
ど
、
単
独
過
失
の
事
案
に
お
い
て
も
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
は
時
と
し
て
問
題
と
な
る
が
、
過

失
の
競
合
事
案
に
な
る
と
、
か
か
る
判
断
を
行
う
上
で
検
討
す
べ
き
問
題
は
い
っ
そ
う
複
雑
な
も
の
と
な
り
、
む
し
ろ
、
同
判
断
が
あ
く
ま
で
仮
定
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
問
題
点
が
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
の
で
あ
る
。
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八
三

　

す
な
わ
ち
、
過
失
の
競
合
事
案
の
場
合
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
お
い
て
、
新
た
な
〝
仮
定
〞
の
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
各
人
の
単
独
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
だ
け
で
結
果
回
避
が
可
能
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
問

題
は
生
じ
な
い）
3
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
過
失
の
競
合
と
は
、
複
数
人
の
注
意
義
務
の
違
反
が
相
俟
っ
て
結
果
が
生
じ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
裏
を
返
せ

ば
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
、
複
数
人
の
注
意
義
務
の
履
行
が
必
要
と
な
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
各
人
の
単
独
の
注
意
義
務
の
履

行
を
仮
定
す
る
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
結
果
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
他
の
行
為
者
に
よ
る
注
意
義
務
の
履
行
を
も
付
け
加
え
て
は
じ

め
て
結
果
回
避
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
単
独
過
失
の
事
案
に
は
み
ら
れ
な
い
、
過
失
行
為
者
が
複

数
人
存
在
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
、
過
失
の
競
合
事
案
に
特
有
の
問
題
状
況
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
行
為
者
各
人
に
つ
い
て
結
果
回
避

可
能
性
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
の
判
断
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
し
て
な

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
際
に
、
結
果
回
避
に
必
要
な
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
も
併
せ
て
仮
定
し
、
結
果
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
前
提
と
し
て
、
結
果
回
避
可
能
性
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ

る
）
4
（

。

　

こ
の
問
題
は
、
条
件
関
係
判
断
に
お
け
る
付
け
加
え
禁
止
の
問
題
と
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
が
す
で
に
し
て
仮
定
的
判

断
で
あ
る
以
上
、
一
切
の
仮
定
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も）
5
（

、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
以
外
の
事
情
と
し
て
、
い
か
な
る
範
囲
の
仮
定

が
許
さ
れ
る
の
か
は
、
ま
さ
に
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
解
決
す
べ
き
理
論
的
な
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た）
6
（

。
そ

し
て
、
こ
れ
は
、
実
際
の
裁
判
に
お
い
て
も
、
重
要
な
争
点
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
護
人
側
か
ら
、
被
告
人
が
注
意
義
務
を

履
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
応
じ
て
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
場
合
に
他
者

は
注
意
義
務
に
違
反
し
て
結
果
を
阻
止
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
は
回
避
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
と
の
主
張
が
し
ば
し
ば

な
さ
れ
る
の
で
あ
る）
7
（

。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
当
事
者
の
主
張
の
是
非
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
と
履
行
の
ど

ち
ら
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
か
、
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
の
事
情
の
仮
定
を
許
す
の
か
に
つ
き
、
実
務
上
一
貫
し
た
基
準
が
確
立
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さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る）
8
（

。

　

以
上
の
こ
と
を
背
景
に
、
本
稿
で
は
、
過
失
行
為
者
が
複
数
人
存
在
し
て
い
る
と
い
う
、
広
い
意
味
で
の
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能

性
判
断
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
具
体
的
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
範
囲
の
事
情
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
他
者
の
結
果
不
阻
止
を
理
由
と
し
た
回
避
不
可
能
の
主
張
は
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
実
務
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
一
定
の
解
答

を
提
示
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
問
題
解
決
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
状
況
を
参
照
す
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
著
名
な
皮
革
ス
プ
レ
ー

事
件
を
は
じ
め）
9
（

、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
結
果
回
避
可
能
性
（
単
に
「
回
避
可
能
性
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
た
め
、
以
下
で
ド
イ
ツ
法
に

言
及
す
る
際
に
は
、
こ
の
呼
称
に
従
う
）
の
存
否
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
が
数
多
く
存
在
し
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
学
説
に
お
い
て
も
相
当
程
度
の
議
論
の

蓄
積
が
み
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
要
件
の
理
解
が
、
日
本
法
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
の
そ
れ
と
共
通
す
る
も

の
で
あ
る
た
め
、
体
系
的
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
み
て
も
、
日
本
法
に
援
用
可
能
な
知
見
を
導
出
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
回
避
可

能
性
の
判
断
に
お
け
る
仮
定
可
能
な
事
情
の
範
囲
に
つ
い
て
、
判
例
・
学
説
上
と
も
に
様
々
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な

ド
イ
ツ
法
の
議
論
状
況
を
参
照
す
る
こ
と
は
、
有
益
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
に
お
け
る
具
体
的
な
検
討
手
順
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
の
理
解
や
判
断
方
法
、
そ
の
際
に
許
さ
れ
る
仮
定

の
範
囲
に
つ
い
て
、
日
本
法
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
状
況
を
整
理
し
、
解
決
す
べ
き
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
（
二
章
）。
つ
い
で
、
具
体
的
な
比
較
法
的
検

討
に
先
立
ち
、
日
独
の
議
論
を
適
切
に
比
較
す
る
べ
く
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
要
件
の
理
解
を
概
観
し
、
日
本
法
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能

性
要
件
と
の
異
同
を
確
認
す
る
（
三
章
）。
そ
し
て
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
法
が
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
て
き
た
の
か
、
判
例
・
学
説
を
み
て
い
く
（
四
章
）。
そ
の
上
で
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
か
ら
得
ら
れ
た
視
座
を
も
と
に
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け

る
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
過
失
競
合
の
事
案
に
お
い
て
結
果
回
避
可
能
性
判
断
が
必
要
で
あ

る
の
か
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
法
の
議
論
に
お
い
て
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
、
他
者
の
義
務
違
反
的
態
度
、
す
な
わ
ち
、
注
意
義
務
の
違
反
を
理
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八
五

由
と
し
た
免
責
の
主
張
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
命
題
の
妥
当
性
を
検
討
し
た
上
で
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
（
五
章
）。

二　

日
本
法
に
お
け
る
議
論
状
況
の 

整
理
と
課
題
の
抽
出

　

本
章
で
は
は
じ
め
に
、
日
本
法
に
お
い
て
結
果
回
避
可
能
性
要
件
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
し
て
、
い
か
に
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る

の
か
を
確
認
す
る
。
次
い
で
、
そ
の
判
断
に
際
し
て
い
か
な
る
範
囲
の
事
情
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
判
例
・
学
説
上

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
み
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
日
本
法
の
議
論
に
残
さ
れ
た
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。

1　

過
失
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
と
し
て
の
結
果
回
避
可
能
性

　

本
章
で
の
検
討
に
あ
た
っ
て
は
ま
ず
、
結
果
回
避
可
能
性
と
い
う
概
念
が
、
日
本
法
に
お
い
て
、
多
義
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し
て
お
き
た
い）
10
（

。
例
え
ば
、
判
例
に
お
い
て
は
、
結
果
回
避
可
能
性
と
い
う
名
目
の
下
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
な
文
字
通
り
の
結
果
の
回
避
可
能
性
が

認
定
さ
れ
る
だ
け
で
な
く）
11
（

、
注
意
義
務
の
履
行 

可
能
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る）
12
（

。
学
説
上
も
、
前
者
は
事
後
的
結
果
回
避
可
能
性
、
後
者
は
事
前
的

結
果
回
避
可
能
性
と
呼
ば
れ
、
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る）
13
（

。
ま
た
、
判
例
上
、
結
果
回
避
可
能
性
の
存
否
が
、
注
意
義
務
を
課
す
前
提
と
し
て
判
断
さ
れ

た
り）
14
（

、
注
意
義
務
違
反
な
い
し
過
失
の
前
提
と
し
て
判
断
さ
れ
た
り）
15
（

、
あ
る
い
は
、
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
判
断
さ
れ
た
り
と）
16
（

、
結
果
回
避
可
能
性
判

断
の
位
置
づ
け
は
様 

々
で
あ
る）
18
）（
17
（

。
学
説
に
お
い
て
も
、
結
果
回
避
可
能
性
を
、
注
意
義
務
を
課
す
前
提
と
な
る
要
件
と
し
て
理
解
す
る
見
解
や）
19
（

、
因
果
関

係
の
要
件
と
し
て
理
解
す
る
見
解
が
あ
り）
20
（

、
犯
罪
成
立
要
件
上
の
体
系
的
地
位
に
つ
い
て
理
解
の
相
違
が
み
ら
れ
る）
21
（

。

　

こ
の
よ
う
に
結
果
回
避
可
能
性
は
多
義
的
な
概
念
で
あ
る
が
、
以
上
確
認
し
て
き
た
判
例
・
学
説
上
の
理
解
を
最
大
公
約
数
的
に
表
現
す
れ
ば
、
過
失

犯
の
成
立
に
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
味
で
の
結
果
回
避
可
能
性
が
必
要
で
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あ
り
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
同
様
に
結
果
が
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
過
失
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
定
式
化
で
き
よ
う）
22
（

。
こ
れ
は
一
般
に
、
合
義
務
的
代
替
態
度
、
あ
る
い
は
、
合
義
務
的
態
度
の
代
置
と
呼
ば
れ
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
で
取
扱

う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
過
失
犯
の
一
般
的
な
成
立
要
件
と
し
て
の
結
果
回
避
可
能
性
で
あ
る）
23
（

。

2　

結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
方
法

　

次
に
、
結
果
回
避
可
能
性
は
ど
の
よ
う
に
し
て
判
断
さ
れ
る
の
か
を
み
て
い
く
。
前
述
し
た
と
お
り
、
そ
の
判
断
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を

仮
定
す
る
こ
と
で
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
場
合
を
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
事
態
が
ど
の
よ
う
に
推
移

し
、
最
終
的
に
、
結
果
の
回
避
へ
と
至
っ
た
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
回
避
可
能
性
の
存
否
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
基

点
と
し
た
仮
定
的
判
断
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る）
24
（

。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
的
判
断
を
通
じ
て
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い 

た
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
と
い
え
れ
ば
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
の
判
例
・
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
表
現
に
は
若

干
の
差
異
が
見
ら
れ
る
も
の
の）
25
（

、
確
実
性
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
程
度
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
、
判
示

さ
れ
て
い
る）
26
（

。
こ
れ
は
、
不
作
為
犯
の
因
果
関
係
に
関
し
て
判
例
上
示
さ
れ
た）
27
（

、
い
わ
ゆ
る
「
十
中
八
九
」
の
救
命
可
能
性
に
等
し
い
も
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
高
度
の
可
能
性
が
、
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
に
お
い
て
も
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る）
28
（

。
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
可
能
性
の

程
度
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
確
実
な
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る）
29
（

。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
が
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
因
果
関
係
の
判
断
と
実
質
的
に
等
し
い
か
ら
と
い
っ

て
、
前
述
し
た
判
断
を
経
て
確
認
さ
れ
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
が
過
失
不
作
為
犯
に
特
有
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
過
失
作
為
犯
の
場

合
に
お
い
て
も
、
同
様
の
方
法
で
判
断
さ
れ
る）
30
（

。
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
可
能
性
の
存
在
は
、
過
失
作
為
犯
と
過
失
不
作
為
犯
と
に
共
通
す
る
要
件
で
あ

り
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
基
点
と
し
た
仮
定
的
判
断
を
通
じ
て
、
結
果
回
避
が
ほ
ぼ
確
実
に
可
能
で
あ
っ
た
か
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否
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る）
31
（

。

　

そ
し
て
、
結
果
回
避
可
能
性
は
、
注
意
義
務
な
い
し
そ
の
違
反
や
、
予
見
可
能
性
な
ど
と
並
ん
で
、
過
失
犯
に
お
け
る
犯
罪
事
実
を
構
成
す
る
要
素
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
在
は
厳
格
な
証
明
の
対
象
と
な
る）
32
（

。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
結
果
を
回
避

す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
合
理
的
な
疑
い
を
生
ず
る
余
地
の
な
い
程
度
に
ま
で
真
実
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
結
果
回
避
可
能

性
が
認
定
さ
れ
る
の
で
あ
る）
33
（

。

3　

許
さ
れ
る
仮
定
の
範
囲

　

こ
の
よ
う
に
結
果
回
避
可
能
性
は
仮
定
的
判
断
に
よ
っ
て
そ
の
存
否
が
確
認
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
考
慮
要
素
と
し
て
、
行
為
者
の
注
意

義
務
の
履
行
の
ほ
か
に
、
ど
こ
ま
で
の
事
情
を
仮
定
し
、
判
断
基
底
と
し
て
取
り
込
ん
で
よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
上
様
々
な
理
解
が
み
ら

れ
る
。
と
り
わ
け
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
他
者
も
ま
た
同
様
に
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
て
は
じ
め
て
、
結
果
の
回
避

が
可
能
と
な
る
よ
う
な
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
あ
た
り
、
結
果
回
避
に
必
要
な
他
者
の
注
意
義
務
の
履

行
も
併
せ
て
仮
定
し
て
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
が
、
結
果
回
避
可
能
性
の
肯
否
を
直

接
的
に
左
右
す
る
問
題
と
し
て
、
大
き
く
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）
34
（

。
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
、
従
来
の
判
例
・
学
説
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
み
て
い

く
。

　
（
1
）　

わ
が
国
の
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

実
際
の
判
例
に
お
い
て
み
ら
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、
そ
の
一
つ
に
、
被
告
人
の
注
意
義
務
が
履
行
さ
れ
た
場
合
を
想
定
し
た
上
で
、
そ
の
場
合

に
、
他
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
を
、
証
拠
に
基
づ
い
て
判
断
し
、
実
際
に
証
明
で
き
た
範
囲
内
で
他
者
の
態
度
を
仮
定
す
る

と
い
う
も
の
が
あ
る
（
以
下
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
。）。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
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同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
証
明
で
き
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
、
被
告
人
の
結
果
回

避
可
能
性
判
断
に
付
け
加
え
て
よ
い
と
す
る
の
で
あ
る）
35
（

。
た
と
え
ば
、
最
決
平
成
二
二
年
五
月
三
一
日
刑
集
六
四
巻
四
号
四
四
七
頁
（
明
石
市
花
火
大
会

歩
道
橋
事
件
）
は
、
警
備
員
の
統
括
責
任
者
と
し
て
警
察
官
の
出
動
を
要
請
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告
人
Ｂ
が
、
同
義
務
を
履
行
し
、
警
察

官
の
出
動
を
要
請
し
た
上
で
、
警
察
署
地
域
官
と
し
て
機
動
隊
の
出
動
を
要
請
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告
人
Ａ
が
、
Ｂ
の
要
請
を
受
け
、
同

じ
く
自
己
の
義
務
を
履
行
し
、
機
動
隊
の
出
動
を
要
請
し
て
は
じ
め
て
、
事
故
の
発
生
が
回
避
で
き
る
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
最
高
裁

は
、「
被
告
人
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
…
…
警
察
側
に
対
し
て
、
単
な
る
打
診
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
主
警
備
に
よ
っ
て
は
対
処
し
得
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を

理
由
と
し
て
警
察
官
の
出
動
を
要
請
し
た
場
合
、
警
察
側
が
こ
れ
に
応
じ
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」
と
し
て
、
警
察
側
の
一
員
で

あ
る
Ａ
も
ま
た
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
定
し
た
原
審
・
原
々
審
に
お
け
る
判
断
を
踏
ま
え
た
上
で
、
被
告
人
Ｂ
が
前
記
注
意

義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
事
故
を
回
避
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
厚
生
省
ル
ー
ト
に
か
か
る
東
京
地

判
平
成
一
三
年
九
月
二
八
日
刑
集
六
二
巻
四
号
七
九
一
頁
（
第
一
審
判
決
）、
東
京
高
判
平
成
一
七
年
三
月
二
五
日
刑
集
六
二
巻
四
号
一
一
八
七
頁
（
控

訴
審
判
決
）
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
被
告
人
で
あ
っ
た
厚
生
省
薬
務
局
生
物
製
剤
課
長
が
注
意
義
務
を
履
行
し
、
ミ
ド
リ
十
字
に
対
し
て
非
加
熱
製
剤

の
販
売
中
止
お
よ
び
回
収
を
指
導
し
て
い
た
な
ら
ば
、
同
事
件
ミ
ド
リ
十
字
ル
ー
ト
（
大
阪
高
判
平
成
一
四
年
八
月
二
一
日
判
例
時
報
一
八
〇
四
号
一
四

六
頁
）
に
か
か
る
被
告
人
で
あ
っ
た
同
社
代
表
取
締
役
ら
も
こ
れ
に
応
じ
て
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
、
販
売
中
止
お
よ
び
回
収
の
措
置
を
実
施
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
具
体
的
に
認
定
し
た
上
で
、
生
物
製
剤
課
長
に
つ
き
結
果
回 

避
可
能
性
を
肯
定
し
て
い
る）
36
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
の
中
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
被
告
人
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
関
す
る
証
明
の
成
否
に
つ
い
て
特
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
を
前
提
に
結
果
回
避
可
能
性

を
判
断
し
た
も
の
も
あ
る
（
以
下
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
。）。
た
と
え
ば
、
大
阪
高
判
昭
和
六
二
年
九
月
二
八
日
刑
集
四
四
巻
八

号
一
一
五
九
頁
（
千
日
デ
パ
ー
ト
事
件
控
訴
審
判
決
）
は
、
千
日
デ
パ
ー
ト
の
防
火
管
理
者
と
し
て
同
デ
パ
ー
ト
ビ
ル
の
防
火
区
画
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
全
面

的
な
閉
鎖
な
ど
を
実
施
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告
人
Ｎ
が
、
同
義
務
を
履
行
し
、
防
火
区
画
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
全
面
的
に
閉
鎖
す
る
な
ど
し
た
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上
で
、
プ
レ
イ
タ
ウ
ン
の
防
火
管
理
者
と
し
て
避
難
誘
導
訓
練
を
実
施
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告
人
Ｔ
が
、
同
義
務
を
履
行
し
、
平
素
よ
り

適
切
な
避
難
誘
導
訓
練
を
実
施
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
よ
う
な
訓
練
を
受
け
た
従
業
員
ら
の
適
切
な
避
難
誘
導
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
故
の
発
生

が
回
避
で
き
る
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
き
、
大
阪
高
裁
は
、
被
告
人
Ｎ
が
前
記
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
被
告
人
Ｔ
ら
の
「
適

切
な
避
難
誘
導
等
と
あ
い
ま
っ
て
」、
被
害
者
ら
全
員
が
安
全
に
避
難
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
適
切
な
避
難
誘
導
等
と
あ
い
ま

っ
て
」
と
の
表
現
は
、
被
告
人
Ｔ
に
よ
る
前
記
注
意
義
務
が
履
行
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
先
に
み
た
「
義
務
履
行
認
定

型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
よ
う
に
、
被
告
人
Ｎ
が
注
意
義
務
を
履
行
し
た
な
ら
ば
、
被
告
人
Ｔ
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
の
認
定
が

な
さ
れ
る
こ
と
な
く）
37
（

、
被
告
人
Ｔ
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
と
し
て
、
被
告
人
Ｎ
に
つ
き
結
果
回
避
可
能
性
の
存
在
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）
38
（

。

ま
た
、
東
京
高
判
平
成
二
年
八
月
一
五
日
刑
集
四
三
巻
三
号
一
〇
一
頁
（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
パ
ン
事
件
控
訴
審
判
決
）
に
お
い
て
は
、
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー

ジ
ャ
パ
ン
の
管
理
権
原
者
と
し
て
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
な
ど
を
設
置
し
、
防
火
管
理
者
で
あ
る
Ｈ）
39
（

を
指
揮
し
て
、
消
防
計
画
の
作
成
や
消
防
訓
練
な
ど

を
行
わ
せ
る
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告
人
に
関
し
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
消
防
計
画
の
作
成
や
消
防
訓
練
の
実
施
な
ど

を
す
べ
き
Ｈ
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
、「
被
告
人
の
…
…
注
意
義
務
及
び
Ｈ
の
注
意
義
務
が
果
た
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

…
…
宿
泊
客
が
無
事
救
出
さ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
と
推
認
さ
れ
る
」
と
し
て
、
Ｈ
の
前
記
注
意
義
務
の
履
行
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る）
40
（

。

　

も
っ
と
も
、
以
上
み
て
き
た
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
は
、
実
質
的
に
等
し
い
も
の
で
は
な
い
か

と
の
疑
問
も
生
ま
れ
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
後
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
判
例
に
お
い
て
も
、
判
文
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、
実
際
に
は
、

被
告
人
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
証
拠
に
基
づ
き
認
定
し
た
上

で
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
付
け
加
え
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
前
者
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
全
く
同
様
の
方
法
で
判
断
し

て
い
る
と
見
る
余
地
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る）
41
（

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
行
為
者
の
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
あ
た
り
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
と

違
反
の
ど
ち
ら
を
仮
定
す
べ
き
か
は
、
そ
の
立
証
の
成
否
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
判
例
は
、
こ
の
問
題
を
事
実
認
定
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
解
決

し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
の
中
に
は
、
事
実
認
定
と
は
異
な
る
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
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も
の
も
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
、
千
成
ホ
テ
ル
事
件
で
あ
る）
42
（

。

　

事
案
の
概
要
は
、
千
成
ホ
テ
ル
の
客
室
の
一
室
か
ら
火
災
が
発
生
し
た
も
の
の
、
同
ホ
テ
ル
に
は
避
難
設
備
が
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
自
動
火

災
報
知
設
備
の
ス
イ
ッ
チ
が
切
ら
れ
た
ま
ま
放
置
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
火
災
放
送
な
ど
に
よ
る
避
難
誘
導
も
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
逃
げ
遅
れ

た
多
数
の
宿
泊
客
ら
が
死
傷
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
死
傷
結
果
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
同
ホ
テ
ル
の
経
営
者
と
し
て
避
難
設
備
を
実
施

す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告
人
Ｙ
が
、
同
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
同
ホ
テ
ル
の
管
理
者
と
し
て
自
動
火
災
報
知
設
備
が
作
動
す
る

よ
う
に
整
備
し
、
火
災
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
火
災
放
送
な
ど
に
よ
っ
て
避
難
誘
導
を
実
施
す
べ
き
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
た
被
告
人
Ｎ
が
、
同
義
務

を
履
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
Ｙ
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
被
告
人
Ｎ
が
前
記
注
意
義
務
を
履

行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
仮
定
し
て
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
き
、
第
一
審
（
大
阪
地
判
昭
和
五
六
年
四
月
二
七
日
公
刊
物
未
搭
載
））
43
（

は
、
被
告
人
Ｎ
が
自
動
火
災
報
知
設
備
を
作
動
さ
せ
て
お
り
、
火
災

の
放
送
を
し
て
い
た
な
ら
ば
、
と
い
う
仮
定
的
な
事
実
を
加
え
て
、
被
告
人
Ｙ
に
つ
き
結
果
回
避
可
能
性
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
断

は
、
前
述
し
た
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
審
（
大
阪
高
判
昭
和
五
九
年
三
月
一
三
日
公
刊
物
未
搭
載
））
44
（

は
、
被
告
人
Ｎ
の
前
記
注
意
義
務
の
履
行
と
い
う
仮
定
的
事
実
を

加
え
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。
す
な 

わ
ち
、
被
告
人
Ｙ
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
付
け
加

え
は
理
論
的
に
許
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
自
動
火
災
報
知
設
備
が
作
動
せ
ず
、
火
災
の
放
送
も
な
い
状
況
を
前
提
と
し
て
、
被
告
人
Ｙ
が
前
記
注
意
義
務
を

履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
死
傷
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
人
Ｙ

の
前
記
注
意
義
務
の
履
行
だ
け
で
は
本
件
死
傷
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
結
果
回
避
可
能
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
れ

は
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
で
は
な
く
、
注
意
義
務
の
違
反
を
前
提
と
し
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ

ロ
ー
チ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

第
一
審
と
控
訴
審
と
で
結
論
を
分
け
た
の
は
、
被
告
人
Ｙ
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
被
告
人
Ｎ
も
同
様
に
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し



過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）（
谷
井
）

九
一

て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
証
拠
に
基
づ
き
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
と
い
う
事
実
認
定
の
差
異
で
は
な
く
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
お
い
て

他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
否
か
に
関
す
る
理
論
的
な
立
場
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
判
例
に
お
い
て
は
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ

ー
チ
」
と
い
う
三
通
り
の
判
断
論
法
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
事
実
認
定
の
問
題
に
解
消
し
尽
く
せ
な
い
理
論
的
な
問
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
も

の
と
い
え
る）
45
（

。

　
（
2
）　

わ
が
国
の
学
説
に
お
け
る
対
応

　

次
い
で
、
学
説
に
目
を
向
け
る
と
、
そ
こ
で
も
複
数
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て

い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
で
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
し
て
よ
い
と
す
る
主
張
が
あ
る）
46
（

。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
立
証
に
成
功
し
た
範
囲
で
の
み
、
他
者
の
注
意
義

務
の
履
行
を
付
け
加
え
て
、
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
し
た
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー

チ
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
立
証
の
成
否
と
は
無
関
係
に
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
し
て
よ
い
と
す
る
主
張
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
行
為
者
の

注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
し
た
場
合
に
、
そ
れ
以
降
に
な
さ
れ
る
他
者
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
と

し
て
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
を
付
け
加
え
て
結
果
回
避
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、

「
法
益
が
違
法
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
そ
の
保
護
を
奪
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
益
侵
害
に
対
し
て
否
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
刑
法

が
、「
当
該
法
益
が
侵
害
さ
れ
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
れ
を
侵
害
し
て
よ
い
と
す
る
」
の
は
、「 

あ
る
種
の
矛
盾
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
」
だ
か
ら
で

あ
る
と
い
う）
47
（

。
こ
れ
は
前
述
し
た
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う）
48
（

　

こ
れ
に
対
し
て
、
結
果
回
避
可
能
性
の
存
否
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
の
み
を
仮
定
し
て
判
断
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
、
他
者
の
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注
意
義
務
の
履
行
を
付
け
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
主
張
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
他
者
が
自
己
の
注
意
義
務

に
違
反
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）
49
（

。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
背
後
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
、
行
為
者
に
課
さ
れ
た
注
意
義
務
そ
れ
自

体
の
有
効
性
を
事
後
的
に
確
認
す
る
点
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
者
が
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ま
た
ま
結
果
が
回
避
し
え
た
か
ら
と

い
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
理
解
が
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
、
実
際
に
他
者
が
注

意
義
務
に
違
反
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
有
効
性
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
前
述
し
た
、「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
行
為

者
の
注
意
義
務
の
履
行
か
ら
生
じ
う
る
事
態
の
推
移
を
仮
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た

な
ら
ば
、
こ
れ
を
受
け
て
、
他
者
も
ま
た
同
様
に
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
認
定
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
他
者

の
注
意
義
務
の
履
行
を
付 

け
加
え
て
結
果
回
避
可
能
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る）
50
（

。
ま
た
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
付
け
加
え

る
こ
と
は
原
則
的
に
許
さ
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
一
定
の
場
合
に
は
例
外
的
に
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
に
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
し
て

よ
い
と
す
る
主
張
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
監
督
過
失
の
事
案
に
お
い
て
、
監
督
者
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
際
に
は
、
被
監
督
者
が

注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
よ
い
と
す
る
主
張
や）
51
（

、
こ
れ
を
さ
ら
に
一
般
化
し
て
、
先
行
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い

た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
後
行
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
う
る
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
一
種
の
依
存
関
係
が
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
後
行
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
と
し
て
よ
い
と
す
る
主
張
で
あ
る）
52
（

。
こ
の
よ
う
な
例
外
は
、
実
は
、
先
に
み
た
大
阪
高
判
昭
和
五
九
年
三
月

一
三
日
公
刊
物
未
搭
載
（
千
成
ホ
テ
ル
事
件
控
訴
審
判
決
）
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
お
り
、
被
告
人
の
注
意
義
務
の
履
行
と
因
果
的
な
関
連
を
も
つ
と
認

め
ら
れ
る
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
付
け
加
え
う
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た）
53
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
も
、
前
述
し
た
「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ

ー
チ
」
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
主
張
が
、
そ
れ
ぞ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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4　

小
括
と
検
討

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が

合
理
的
な
疑
い
を
生
ず
る
余
地
の
な
い
程
度
に
ま
で
真
実
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
過
失
犯
の
一
般
的
な
成
立
要
件
と
し
て
の
結
果
回
避
可
能

性
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
大
方
の
一
致
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
際
に
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
以
外
に
、
ど
こ
ま
で
の
事
情
を
付

け
加
え
て
よ
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
上
、
争
い
が
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
あ
た
り
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
の
か
、
あ
る

い
は
、
そ
の
違
反
を
前
提
と
す
る
の
か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
判
例
は
こ
れ
ま
で
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」、「
義
務
履
行
前
提
型

ア
プ
ロ
ー
チ
」、「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
い
う
三
通
り
の
判
断
論
法
を
用
い
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
千

成
ホ
テ
ル
事
件
に
お
い
て
は
、
同
一
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
第
一
審
と
控
訴
審
と
で
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
選
択
基
準
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、
千
日
デ
パ
ー
ト
事
件
控
訴
審
判
決
で
は
「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
た
の
に
対

し
、
千
成
ホ
テ
ル
事
件
控
訴
審
判
決
で
は
「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
た
が
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
両
判
決
は
一
見
す
る
と
矛
盾
し
た
判
断
を
下
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
と
履

行
の
ど
ち
ら
を
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
か
、
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
の
事
情
の
仮
定
を
許
す
の
か
に
つ
き
、
実
務
上
一
貫
し
た
基
準

が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

他
方
、
学
説
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
様
々
な
理
論
的
解
決
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
判
例
に
お
い
て
示
さ
れ
た
三
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
対
応
す
る
か
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
相
当
す
る
見
解
に
つ
い
て
い
え
ば
、
立
証
の
困
難
性
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
仮
定
的
状
況
に
お
い

て
人
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
な
法
則
の
存
在
し
な
い
極
め
て
不
確
か
な
事
柄
で
あ
っ
て
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
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行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
ま
た
同
様
に
自
己
の
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
合
理
的
な
疑
い
を
生
ず
る
余
地
を
挟
ま
な
い
程
度

に
ま
で
証
明
す
る
こ
と
に
は
相
当
の
困
難
が
伴
う
で
あ
ろ
う）
54
（

。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
立
証
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
方
策
の
検
討
も
必
要

と
な
ろ
う）
55
（

。
次
に
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
相
当
す
る
見
解
に
つ
い
て
い
え
ば
、
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
に
よ
る
結
果
回
避
可
能
性
が
疑
わ
し
い
場
合
に
ま
で
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人

の
利
益
に
」
の
原
則
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う）
56
（

。
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
常
に
前
提
と
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
過
失
単
独
犯

に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
が
、
過
失
共
同
正
犯
に
お
け
る
そ
れ
と
実
質
的
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「
義
務

違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
他
者
の
注
意
義
務
違
反
を
常
に
前
提
と
し
て
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
と
す
れ
ば
、
監
督
過
失
事

案
の
よ
う
な
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
た
上
で
、
こ
れ
に
応
じ
て
他
者
も
同
様
に
自
分
の
注
意
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
、
他
者
の
仮
定
的
な
違
法
行
為
を
理
由
に
過
失
責
任
を
免
れ
る
主
張
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
が）
57
（

、
こ
れ
が
妥
当
な
結
論
と

い
え
る
の
か
は
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
た
め
、
行
為
者
の
注
意
義
務
の
履
行
か
ら
生
じ
う
る
事
態
の
推
移
は
仮
定
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
な
立
証
の
困
難
性
の
問
題
は
な
お
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
一
定
の
場
合
に
は
例
外
的
に
、
他
者
の
注
意
義
務

の
履
行
を
前
提
に
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
し
て
よ
い
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
が
い
か
な
る
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

更
な
る
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う）
58
（

。

　

こ
れ
ら
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
い
か
な
る
範
囲
の
事
情
を
仮
定
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
を
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
の
違
反
を
前
提

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
理
論
的
な
判
断
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
、
わ
が
国
と
も
共
通
す
る
、
あ
る
い
は
、
わ
が
国
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
判
例
・
学
説
上
と
も
に
様
々
な
観
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ

法
の
議
論
を
参
照
し
て
い
く
。
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三　

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
要
件
の
理
解

　

わ
が
国
と
同
様
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
過
失
犯
の
成
立
に
は
、
行
為
者
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
関
係
、
す
な
わ
ち
、
結
果
回
避
可
能
性
が
要
求
さ
れ
る
点
で
大
方
の
一
致
が
見
ら
れ
る）
59
（

。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
一
般
に
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に

よ
る
回
避
可
能
性
と
呼
ば
れ
る）
60
（

。
以
下
で
は
、
こ
の
回
避
可
能
性
要
件
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
と
犯
罪
論
体
系
上
の
位
置
づ
け
を
概
観
し
、
日
本
法
に
お

け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
と
の
異
同
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
回
避
可
能
性
要
件
と
い
う
制
約
か
ら
の
解
放
を
図
ろ
う
と
す
る

見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
（
い
わ
ゆ
る
危
険
増
加
論
）、
回
避
可
能
性
要
件
の
要
否
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
学
説
上
争
い
が
あ
る
。
同
見
解
は
、

過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
回
避
可
能
性
判
断
の
問
題
を
解
決
す
る
有
力
な
方
策
の
一
つ
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
併
せ
て
、
そ

の
概
要
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
。

1　

回
避
可
能
性
要
件
の
内
容
と
位
置
づ
け

　
（
1
）　

内　
　
　

容

　

回
避
可
能
性
要
件
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
行
為
者
が
注
意
義
務
の
履
行
と
い
う
合
義
務
的
代
替
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
結
果
は
発
生
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
関
係
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
要
求
さ
れ
る
可
能
性
の
程
度
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
判
例
上
、
変
遷
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
判
例
は
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
確
実
性
ま
た
は
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
の
み

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
回
避
可
能
性
要
件
が
否
定
さ
れ
る

4

4

4

4

4

と
し
て
い
た）
61
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
著
名
な
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件）
62
（

に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ

Ｈ
は
、
従
来
の
判
例
の
理
解
を
明
示
的
に
拒
否
し
た
上
で
、
被
告
人
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
と
し
て
も
同
一
の
結
果
が
生
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
単
な
る
想
像
上
の
可
能
性
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
が
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
疑
い
が
、
反
対
事
実
、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
合
義
務
的
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態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
同
一
の
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
事
実
が
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
確

信
を
、
合
理
的
に
排
斥
す
る
場
合
に
は
、
回
避
可
能
性
要
件
の
充
足
が
否
定
さ
れ
る
と
の
立
場
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
、
判
例
は
、
被
告
人
が

合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
の
み

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
回
避
可
能
性
要

件
が
肯
定
さ
れ
る

4

4

4

4

4

と
し
て
い
る
の
で
あ
る）
63
（

。
こ
う
し
て
判
例
は
、
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
を
境
に
、
被
告
人
が
合
義
務
的
代
替
態
度
を
と
っ
た
な
ら
ば
、
結
果

は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
つ
い
て
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
疑
い
を
被
告
人
の
不
利
益
に
扱
う
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
被
告

人
の
有
利
に
扱
う
立
場
へ
と
態
度
変
更
し
た
も
の
と
い
え
よ
う）
64
（

。
こ
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
、
現
在
で
は
、
合
義
務
的
代
替
態
度
を
仮
定
し
た
な
ら
ば
、

確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
回
避
可
能
性
要
件
の
充
足
に
必
要
と
さ
れ
る
点
で
、
判
例
に
お
い

て
理
解
の
一
致
が
み
ら
れ
る
に
至
り
、
ま
た
、
学
説
に
お
い
て
も
同
様
の
理
解
が
一
般
的
と
な
っ
て
い
る）
65
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い

て
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
要
件
は
、
前
述
し
た
、
注
意
義
務
履
行
の
仮
定
に
よ
る
ほ
ぼ
確
実
な
結
果
不
発
生
を
要
求
す
る
日
本
法
に
お
け
る

結
果
回
避
可
能
性
要
件
と
、
そ
の
内
容
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
（
2
）　

位 

置 

づ 

け

　

以
上
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
回
避
可
能
性
要
件
は
、
犯
罪
論
体
系
上
、
客
観
的
帰
属
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

過
失
犯
の
場
合
、
行
為
者
に
発
生
結
果
を
帰
属
す
る
た
め
に
は
、
等
価
説
の
立
場
か
らcsqn

公
式
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
条
件
関
係
と
し
て
、

行
為
と
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
こ
れ
に
加
え
て
、
合
義
務
的
代
替
態
度
を
仮
定
し
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す

る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る）
66
（

。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
、
学
説
に
お
い
て
は
、
違
法
連
関

や
）
67
（

、
義
務
違
反
連
関）
68
（

と
い
っ
た
呼
称
の
も
と
で
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
帰
属
論
の
一
要
素
と
し
て
回
避
可
能
性
要
件
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）
69
（

。
ま
た
、
客

観
的
帰
属
論 

を
明
示
的
に
は
採
用
し
て
い
な
い
判
例
に
お
い
て
は
、
原
因
関
係
や）
70
（

、
刑
法
的
意
味
に
お
け
る
原
因
性）
71
（

、
と
い
っ
た
呼
称
の
も
と
で
、
回
避

可
能
性
要
件
が
判
断
さ
れ
て
い
る）
72
（

。



過
失
の
競
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け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）（
谷
井
）

九
七

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
回
避
可
能
性
要
件
は
、
過
失
作
為
犯
・
不
作
為
犯
と
で
共
通
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る）
73
（

。
ま
ず
、
過
失
作
為
犯
の
場
合
、

前
述
し
た
よ
う
に
、
行
為
者
の
作
為
を
取
り
除
け
ば
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
因
果
関
係
に
加
え
て
、
行
為
者
の
合
義
務
的
代
替
態
度

を
仮
定
す
れ
ば
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
回
避
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
る）
74
（

。
こ
れ
に
対
し

て
、
過
失
不
作
為
犯
の
場
合
、
ま
ず
は
、
不
作
為
の
因
果
関
係
と
し
て
、
行
為
者
が
保
障
人
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋

然
性
で
も
っ
て
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る）
75
（

。
こ
れ
は
、
一
般
に
、
準
因
果
関
係
（Q

uasikausatität

）
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
り）
76
（

、
作
為
犯
に
お
け
る
前
記
の
因
果
関
係
に
対
応
す
る
要
件
で
あ
る）
77
（

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
不
作
為
の
因
果
関
係
は
、
合
義
務
的
な
代
替
態
度
に

よ
る
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
た
回
避
可
能
性
と
い
う
意
味
で
、
前
述
し
た
回
避
可
能
性
要
件
と
実
質
的
に
は
同
一
内
容
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
不
作
為
の
因
果
関
係
の
判
断
と
回
避
可
能
性
要
件
の
判
断
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る）
78
（

。
こ
の
点
、
判
例
に
お
い
て
も
、
不
作
為
の
因
果
関
係
を
判
断

す
る
中
で
、
同
時
に
回
避
可
能
性
要
件
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る）
79
（

。
こ
の
よ
う
に
、
因
果
関
係
と
は
独
立
し
て
回
避
可
能
性
要
件
が
判
断
さ
れ

る
過
失
作
為
犯
と
異
な
り
、
過
失
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
不
作
為
の
因
果
関
係
と
い
う
名
目
の
も
と
で
、
回
避
可
能
性
要
件
の
充
足
が
併
せ
て
判
断
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
回
避
可
能
性
要
件
は
過
失
作
為
犯
・
不
作
為
犯
に
と
っ
て
共
通
の
帰
属
要
件
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
回
避
可
能
性
要
件
は
、
ほ
ぼ
一
義
的
に
客
観
的
帰
属
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
で
、
日

本
法
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
要
件
と
若
干
異
な
る
も
の
の
、
過
失
作
為
犯
・
不
作
為
犯
を
問
わ
ず
、
過
失
犯
の
一
般
的
な
成
立
要
件
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
点
で
は
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
と
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

2　

回
避
可
能
性
要
件
の
要
否

　

こ
れ
ま
で
、
回
避
可
能
性
要
件
が
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
過
失
犯
の
一
般
的
な
成
立
要
件
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
が
、
こ

の
よ
う
に
、
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
帰
属
に
と
っ
て
、
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
に
加
え
て
、
合
義
務
的
代
替
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性

に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
特
別
な
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
回
避
可
能
性
説



九
八

（V
erm
eidbarkeitstheorie

）
と
呼
ば
れ
て
い
る）
80
（

。
同
説
に
よ
れ
ば
、
合
義
務
的
代
替
態
度
を
仮
定
し
て
も
、
同
じ
く
結
果
が
発
生
し
た
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
場
合
に
は
、
結
果
の
帰
属
が
否
定
さ
れ
、
過
失
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
結
果
の
帰
属
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
危
険
増
加
論
（Risikoerhöhungstheorie

）
で
あ

る
）
81
（

。
同
理
論
は
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
態
度
が
、
結
果
発
生
の
危
険
を
、
許
さ
れ
た
危
険
の
限
度
を
超
え
て
高
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
結

果
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
理
論
に
よ
れ
ば
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
に
つ
き
確
実
性
に
境
を
接
す
る

蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
行
為
者
が
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
結
果
が
回
避
さ
れ
る
チ
ャ
ン
ス
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
結
果
帰
属
を
肯
定
し
て
よ
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
合
義
務
的
代
替
態
度
の
仮
定
に
よ
る
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
の
存
在
、

す
な
わ
ち
、
結
果
危
険
の
減
少
を
帰
属
の
基
準
と
す
る
こ
と
か
ら
、
同
理
論
は
危
険
減
少
説
（Risikoverm

inderungstheorie

）
と
も
呼
ば
れ
る）
82
（

。
し

た
が
っ
て
、
同
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
の
合
義
務
的
代
替
態
度
を
仮
定
し
た
と
し
て
も
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
が
発
生
し
た
で

あ
ろ
う
場
合
に
は
、
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
す
ら
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
限
っ
て
、
結
果
の
帰
属
は
否
定
さ
れ
る
。
反
対
に
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
は
、
た
と
え
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
結
果
回
避
が
不
確
実
で
あ
っ
て
も
、
結
果
回
避
の
チ
ャ
ン
ス
は
認
め
ら
れ
る
以
上
、
結
果
の

帰
属
は
肯
定
さ
れ
、
過
失
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
同
説
は
、
実
質
的
に
は
前
述
し
た
意
味
で
の
回
避
可
能
性
要
件
を
不
要

と
す
る
見
解
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
回
避
可
能
性
要
件
の
要
否
を
め
ぐ
っ
て
、
と
り
わ
け
学
説
上
、
回
避
可
能
性
説
と
危
険
増
加
論
な
い
し
危
険

減
少
説
と
が
対
立
し
て
い
る）
83
（

。
そ
し
て
、
こ
の
対
立
は
、
合
義
務
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
結
果
が
発

生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
回
避
可
能
性
要
件
が
、
結
果
帰
属
に
と
っ
て
厳
格
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
疑
問
が
顕
在
化
す
る
事
例
群
の
ひ
と
つ
が
、
結
果
回
避
の
た
め
に
は
行
為
者
の
注
意
義
務
履
行
だ
け
で
な
く
、
他
者
の
注
意
義
務
履
行
も
必
要

と
な
る
過
失
の
競
合
事
案
な
の
で
あ
る
。



過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）（
谷
井
）

九
九

（
1
）　

た
と
え
ば
、
西
田
典
之
ほ
か
編
『
注
釈
刑
法 

第
一
巻　

総
論　

§§
一
〜
七
二
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
五
五
三
頁
以
下
﹇
上
嶌
一
高
﹈
な
ど
参
照
。

（
2
）　

な
お
、
学
説
に
お
い
て
は
、
過
失
犯
の
成
立
に
結
果
回
避
可
能
性
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
結
果
回
避
可
能
性
不
要
説
）
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
山
本
光

英
「
結
果
回
避
可
能
性
と
過
失
│
│
仮
定
的
原
因
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
一
四
号
Ⅰ
│
二
（
一
九
八
四
年
）
一
〇
二
頁
以
下
、
辰
井
聡
子

『
因
果
関
係
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
一
九
八
頁
以
下
な
ど
。

（
3
）　

た
と
え
ば
、
名
古
屋
地
判
平
成
一
九
年
七
月
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。
事
案
は
、
被
告
人
で
あ
る
両
親
が
と
も
に
不
注
意
に
も
乳
児
を
車
中
に
置
き
去
り
に
し

た
結
果
、
熱
中
症
に
よ
り
同
人
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
両
親
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
で
も
熱
中
症
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
と
っ
て
い

た
な
ら
ば
、
乳
児
の
死
亡
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
親
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
結
果
回
避
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
本
件
で
は
、
両
親
に
は
、
お
互
い
が
協
力
し
て
熱
中
症
な
ど
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
べ
き
共
同
の
注
意
義
務
が

あ
っ
た
と
し
て
、
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
。

（
4
）　

同
様
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
島
田
聡
一
郎
「
管
理
・
監
督
過
失
に
お
け
る
正
犯
性
、
信
頼
の
原
則
、
作
為
義
務
」
山
口
厚
編
著
『
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
八
二
頁
脚
注（
7
）な
ど
が
あ
る
。

（
5
）　

た
と
え
ば
、
小
林
憲
太
郎
『
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
八
頁
以
下
は
、
条
件
関
係
判
断
に
お
け
る
付
け
加
え
禁
止
が
仮
定
的
な
事
情

の
考
慮
す
べ
て
を
一
律
に
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
同
様
の
こ
と
が
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
な
お
、
古
川
伸

彦
『
刑
事
過
失
論
序
説
│
│
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
の
内
容
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
三
四
四
頁
以
下
も
同
旨
。

（
6
）　

小
林
憲
太
郎
「
い
わ
ゆ
る
結
果
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
四
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
三
年
）
三
〇
二
頁
以
下
。
こ
の
問
題
は
、
実
務
家
の
立
場
か
ら
も
理
論

的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
石
塚
章
夫
「
捜
査
・
訴
追
及
び
裁
判
上
の
立
証
」
刑
法
雑
誌
二
八
巻
一
号
（
一
九
八
七
年
）
四
三
頁
以
下
）。
な
お
、
こ

の
問
題
は
従
来
、
主
と
し
て
管
理
監
督
過
失
の
分
野
を
中
心
に
議
論
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
（
た
と
え
ば
、
林
幹
人
「
監
督
過
失
│
│
火
災
事
故
判
例
を
め
ぐ
っ
て

│
│
」
刑
法
雑
誌
三
四
巻
一
号
（
一
九
九
五
年
）
七
二
頁
以
下
）。

（
7
）　

た
と
え
ば
、
最
判
平
成
三
年
一
一
月
一
四
日
刑
集
四
五
巻
八
号
二
二
一
頁
（
大
洋
デ
パ
ー
ト
事
件
）、
最
決
平
成
五
年
一
一
月
二
五
日
刑
集
四
七
巻
九
号
二
四
二
頁

（
ホ
テ
ル
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
パ
ン
事
件
）、
最
決
平
成
二
〇
年
三
月
三
日
刑
集
六
二
巻
四
号
五
六
七
頁
（
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
厚
生
省
ル
ー
ト
）
な
ど
に
お
い
て
は
、
弁
護
人
側

の
上
告
趣
意
の
中
で
、
か
り
に
被
告
人
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
第
三
者
が
適
切
な
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
に
よ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
結
果
が
発
生

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
し
て
、
結
果
回
避
可
能
性
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）　

原
田
國
男
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
二
年
度
）』（
法
曹
会
、
一
九
九
二
年
）
二
七
六
頁
以
下
に
よ
れ
ば
、
第
三
者
の
適
切
な
行
為
を
仮
定

し
て
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
第
三
者
の
不
適
切
な
行
為
を
前
提
と
す
べ
き
か
は
、
今
後
の
問
題
に
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

（
9
）　BGH

St 37, 106.

（
10
）　

過
失
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
と
い
う
用
語
の
多
義
性
に
つ
い
て
は
、
実
務
家
か
ら
も
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
原
田
國
男
「
判
解
」『
最
高
裁

判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
元
年
度
）』（
法
曹
会
、
一
九
九
一
年
）
三
八
九
頁
な
ど
）。



一
〇
〇

（
11
）　

た
と
え
ば
、
大
判
昭
和
四
年
四
月
一
一
日
新
聞
三
〇
〇
六
号
一
五
頁
（
京
踏
切
事
件
）、
最
判
平
成
四
年
七
月
一
〇
日
集
刑
二
六
〇
号
三
一
一
頁
、
最
判
平
成
一
五

年
一
月
二
四
日
集
刑
二
八
三
号
二
四
一
頁
（
黄
色
点
滅
信
号
事
件
）、
大
阪
地
判
平
成
一
七
年
二
月
九
日
判
時
一
八
九
六
号
一
五
七
頁
、
最
決
平
成
二
四
年
二
月
八
日

刑
集
六
六
巻
四
号
二
〇
〇
頁
（
三
菱
自
工
タ
イ
ヤ
等
脱
落
事
件
）
な
ど
。

（
12
）　

た
と
え
ば
、
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
五
月
二
七
日
判
時
四
一
六
号
三
頁
、
最
決
昭
和
四
二
年
五
月
二
五
日
刑
集
二
一
巻
四
号
五
八
四
頁
（
弥
彦
神
社
餅
撒
き
事
件
）、

盛
岡
地
判
昭
和
五
〇
年
三
月
一
一
日
判
タ
三
二
一
号
二
二
六
頁
、
奈
良
地
判
平
成
二
四
年
六
月
二
二
日
判
タ
一
四
〇
六
号
三
六
三
頁
（
山
本
病
院
事
件
）、
静
岡
地
裁

沼
津
支
判
平
成
二
九
年
二
月
二
四
日LEX

/D
B 25545359

な
ど
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
文
字
通
り
の
結
果
の
回
避
可
能
性
が
過
失
犯
の
成

立
に
と
っ
て
不
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
13
）　

結
果
回
避
可
能
性
概
念
に
つ
き
、
事
前
的
結
果
回
避
可
能
性
と
事
後
的
結
果
回
避
可
能
性
と
い
う
二
つ
の
類
型
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、
た
と
え

ば
、
高
橋
則
夫
『
規
範
論
と
刑
法
解
釈
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
九
四
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

（
14
）　

た
と
え
ば
、
仙
台
高
判
昭
和
五
三
年
五
月
九
日
判
時
八
九
〇
号
一
五
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
六
三
年
六
月
二
八
日
刑
集
四
五
巻
八
号
四
五
九
頁
（
大
洋
デ
パ
ー
ト
事
件

控
訴
審
判
決
）、
東
京
地
判
平
成
四
年
二
月
二
六
日
判
タ
八
〇
〇
号
二
七
五
頁
、
水
戸
地
裁
龍
ケ
崎
支
判
平
成
一
九
年
九
月
一
三
日LEX

/D
B25421341

、
大
阪
地
判

平
成
一
七
年
二
月
九
日
判
時
一
八
九
六
号
一
五
七
頁
な
ど
。

（
15
）　

た
と
え
ば
、
福
岡
高
判
平
成
七
年
一
月
二
五
日
判
例
時
報
一
五
五
九
号
一
四
七
頁
、
広
島
高
判
平
成
一
五
年
一
二
月
九
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
横
浜
地
判
平
成

二
〇
年
三
月
一
〇
日LEX

/D
B25400349

、
横
浜
地
判
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
。

（
16
）　

た
と
え
ば
、
大
判
昭
和
四
年
四
月
一
一
日
新
聞
三
〇
〇
六
号
一
五
頁
（
京
踏
切
事
件
）、
東
京
高
判
昭
和
三
三
年
七
月
一
九
日
東
高
刑
時
報
九
巻
七
号
二
一
五
頁
、

神
戸
地
判
昭
和
四
七
年
一
月
一
九
日
判
タ
二
七
六
号
二
八
九
頁
、
東
京
地
判
平
成
一
八
年
三
月
二
八
日
判
時
二
三
〇
一
号
一
三
頁
、
東
京
地
判
平
成
二
二
年
五
月
一
一

日
判
タ
一
三
二
八
号
二
四
一
頁
（
パ
ロ
マ
湯
沸
器
事
件
）、
最
決
平
成
二
四
年
二
月
八
日
刑
集
六
六
巻
四
号
二
〇
〇
頁
（
三
菱
自
工
タ
イ
ヤ
等
脱
落
事
件
）
な
ど
。

（
17
）　

そ
の
他
に
も
、
判
文
上
、
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
位
置
づ
け
が
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
も
の
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
神
戸
地
判
平
成
二
五
年
四
月
一
一
日

裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
札
幌
地
判
平
成
二
六
年
五
月
一
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
東
京
地
判
平
成
二
七
年
九
月
二
九
日
判
タ
一
四
二
三
号
三
三
四
頁
、
札
幌
地

判
平
成
二
六
年
五
月
一
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
。
な
お
、
最
判
平
成
一
五
年
一
月
二
四
日
集
刑
二
八
三
号
二
四
一
頁
（
黄
色
点
滅
信
号
事
件
）
に
つ
い
て

は
、
結
果
回
避
可
能
性
の
欠
如
に
よ
り
、
注
意
義
務
違
反
な
い
し
過
失
が
否
定
さ
れ
た
と
み
る
の
か
（
こ
の
よ
う
に
解
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
小
林
憲
太
郎

『
刑
法
的
帰
責
│
│
フ
ィ
ナ
リ
ス
ム
ス
・
客
観
的
帰
属
論
・
結
果
無
価
値
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
二
頁
）、
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
た
と
み
る
の
か
（
こ

の
よ
う
に
解
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
高
橋
・
前
掲
注（
13
）九
七
頁
、
杉
本
一
敏
「
判
批
」『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
〔
第
七
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）

一
六
頁
以
下
）、
評
釈
者
の
中
で
も
争
い
が
あ
る
（
そ
の
他
に
も
、
過
失
や
因
果
関
係
と
は
別
の
、
新
た
に
定
立
さ
れ
た
可
罰
性
の
要
件
の
充
足
が
否
定
さ
れ
た
と
み

る
も
の
と
し
て
、
山
本
紘
之
「
判
批
」
法
学
新
報
一
一
一
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
六
四
頁
以
下
が
あ
る
）。

（
18
）　

な
お
、
裁
判
実
務
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
の
判
断
論
法
、
あ
る
い
は
、
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
杉
本
一
敏
「
結
果
無
価
値
論
か
ら
見
た
過
失
犯
の
結
果
回
避

可
能
性
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
曽
根
威
彦
先
生
・
田
口
守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹇
上
巻
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
五
四
六
頁
以
下
な
ど
も
参
照
。



過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）（
谷
井
）

一
〇
一

（
19
）　

た
と
え
ば
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
第
四
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
三
三
四
頁
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）二
二
三
頁
以
下
な
ど
。

（
20
）　

た
と
え
ば
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
二
一
八
頁
以
下
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
一

二
一
頁
、
二
二
三
頁
以
下
、
山
本
紘
之
「
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
の
捉
え
方
│
│
不
法
要
素
か
処
罰
条
件
か
│
│
」
法
学
新
報
一
一
二
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
五
年
）

二
二
三
頁
な
ど
。
た
だ
し
、
高
橋
な
ら
び
に
山
本
は
、
結
果
回
避
可
能
性
の
中
で
も
、
事
後
的
結
果
回
避
可
能
性
の
み
を
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
事
前
的
結

果
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
は
過
失
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

（
21
）　

そ
の
他
に
も
、
結
果
要
件
の
問
題
と
す
る
見
解
（
小
林
・
前
掲
注（
5
）三
一
頁
以
下
）、
可
罰
的
違
法
性
の
問
題
と
す
る
見
解
（
曽
根
威
彦
『
刑
法
に
お
け
る
実

行
・
危
険
・
錯
誤
』（
成
文
堂
、
一
九
九
一
年
）
七
一
頁
以
下
）、
客
観
的
帰
属
論
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
見
解
（
山
中
敬
一
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
と
帰
属
』

（
成
文
堂
、
一
九
八
四
年
）
二
八
九
頁
以
下
。
な
お
、
山
中
敬
一
「
過
失
犯
に
お
け
る
『
回
避
可
能
性
』
の
意
義
」
研
修
七
〇
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
一
頁
以
下
も

参
照
）
な
ど
が
あ
る
。

（
22
）　

こ
の
よ
う
な
定
式
化
は
、
一
見
す
る
と
、
結
果
回
避
可
能
性
要
件
を
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
理
解
を
前
提
と
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
同
要
件
の
体
系
的
位
置
づ
け
に
関
す
る
他
の
理
解
を
必
ず
し
も
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
同
要
件
を
注
意
義
務
や
過
失
の
前
提
と
し
て
位

置
づ
け
る
理
解
に
従
っ
た
場
合
で
も
、
上
記
定
式
内
の
「
注
意
義
務
」
を
「
結
果
回
避
の
た
め
に
課
さ
れ
る
義
務
」
と
読
み
替
え
て
、
行
為
者
が
「
結
果
回
避
の
た
め

に
課
さ
れ
る
義
務
」
を
履
行
し
て
い
た
と
し
て
も
、
同
様
に
結
果
が
発
生
し
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
同
義
務
な
い
し
そ
の
違
反
は
注
意
義
務
や
過
失
を
構
成
せ
ず
、

過
失
犯
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
注
意
義
務
」
や
「
結
果
回
避
の
た
め
に
課
さ
れ
る
義
務
」
に
従
っ
た
態
度
を
と
っ

た
と
し
て
も
、
実
際
に
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
過
失
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
23
）　

結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
は
、
刑
法
上
の
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
と
各
種
取
締
法
規
上
の
義
務
と
の
関
係
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
両
義
務
は
一
致
し
、
あ
る
い
は
、
相
違
す
る
の
か
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
、
と
り
わ
け
、
道
交
法
上
の
義
務
に

違
反
し
て
い
る
の
に
刑
法
上
の
注
意
義
務
に
違
反
し
た
と
は
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
前
者
の
義
務
に
従
っ
た
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た
と

し
て
も
同
じ
く
結
果
が
発
生
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
そ
の
義
務
違
反
は
注
意
義
務
違
反
で
は
な
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
山
中
・
前
掲

注（
21
）一
頁
以
下
）。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
道
交
法
上
の
義
務
違
反
を
も
っ
て
過
失
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
理
由
は
、
当
該

義
務
違
反
が
注
意
義
務
違
反
を
構
成
し
え
な
い
と
い
う
点
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
余
地
を
残
し
た
上
で
、
注
意
義
務
違
反
と
結
果
発
生
と
の
間
の
因
果
関
係
が
否
定
さ

れ
る
と
い
う
点
に
求
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
と
各
種
取
締
法
規
上
の
義
務
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
判
例
に
お
け

る
刑
法
上
の
注
意
義
務
と
刑
法
外
の
義
務
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
篇
四
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
七
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
24
）　

石
塚
・
前
掲
注（
6
）三
六
頁
以
下
、
小
林
・
前
掲
注（
6
）三
〇
二
頁
。

（
25
）　

た
と
え
ば
、
大
阪
高
判
昭
和
五
九
年
三
月
一
三
日
公
刊
物
未
搭
載
（「
結
果
回
避
に
つ
い
て
確
実
性
に
接
着
し
た
蓋
然
性
が
要
求
さ
れ
る
」）（
本
件
の
詳
細
に
つ
い

て
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
特
殊
過
失
刑
事
事
件
裁
判
例
集
（
二
）』（
法
曹
会
、
一
九
八
九
年
）
六
九
〇
頁
以
下
参
照
）、
最
判
平
成
四
年
七
月
一
〇
日
集
刑

二
六
〇
号
三
一
一
頁
（「
本
件
事
故
を
確
実
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
い
え
な
い
」）、
最
決
平
成
五
年
一
一
月
二
五
日
刑
集
四
七
巻
九
号
二
四
二
頁
（「
本
件
死



一
〇
二

傷
の
結
果
の
発
生
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
蓋
然
性
が
高
い
」）、
前
橋
地
判
平
成
二
五
年
一
月
一
八
日
判
タ
一
四
一
二
号
三
五
六
頁
（「
確
実
に
…
…
死
亡
を
回
避
す

る
こ
と
が
で
き
た
」）、
大
阪
地
判
平
成
二
五
年
七
月
三
一
日LEX

/D
B25501661

（「
被
害
者
が
死
亡
し
な
か
っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
」）、
札
幌
地
判
平
成
二
六
年
五

月
一
五
日
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（「
本
件
傷
害
の
結
果
が
回
避
で
き
て
い
た
可
能
性
は
必
ず
し
も
高
く
は
な
く
、
ま
し
て
や
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
」）

な
ど
。

（
26
）　

な
お
、
一
部
の
判
例
で
は
、
単
な
る
可
能
性
で
足
り
る
と
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
福
島
地
判
平
成
二
〇
年
八
月
二
〇
日
判
時
二
二
九
五

頁
（
大
野
病
院
事
件
）
で
は
、「
結
果
回
避
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
可
能
性
の
有
無
と
い
う
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
が
、
結
果
回
避
可
能
性
が
有
っ
た
と
す
る
こ
と
の
証
明

は
な
さ
れ
て
い
る
」
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
単
な
る
可
能
性
」
や
「
結
果
の
回
避
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
っ
た
表
現
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実

際
に
は
、
ほ
ぼ
確
実
な
結
果
回
避
可
能
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
石
塚
・
前
掲
注（
6
）三
九
頁
、
原
田
・
前
掲
注（
10
）三
八
二
頁
以
下
）。

（
27
）　

最
決
平
成
一
年
一
二
月
一
五
日
刑
集
四
三
巻
一
三
号
八
七
九
頁
。
な
お
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
（
な
い
し
因
果
関
係
）
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に

検
討
を
加
え
る
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
奥
村
正
雄
「
不
作
為
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
」
同
志
社
法
学
六
二
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
五
二
九
頁
以
下
、
山
下
裕

樹
「
不
作
為
犯
に
お
け
る
救
命
可
能
性
と
因
果
関
係
及
び
作
為
義
務
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
八
八
巻
（
二
〇
一
三
年
）
二
二
七
頁
以
下
、
酒
井
安
行

「
不
作
為
犯
に
お
け
る
因
果
関
係
と
『
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
』
原
則
│
│
い
わ
ゆ
る
『
十
中
八
九
』
決
定
を
手
掛
か
り
に
│
│
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
曽
根

威
彦
先
生
・
田
口
守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹇
上
巻
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
七
頁
以
下
な
ど
。

（
28
）　

た
と
え
ば
、
原
田
・
前
掲
注（
8
）二
七
五
頁
に
よ
れ
ば
、
不
作
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
、
期
待
さ
れ
る
作
為
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
結
果
が

発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
最
決
平
成
一
年
一
二
月
一
五
日
刑
集
四
三
巻

一
三
号
八
七
九
頁
の
判
断
は
、
過
失
犯
に
も
同
様
に
当
て
は
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
結
果
回
避
の
確
実
性
が
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
要
求
さ
れ
る
と
い
う
（
原

田
・
前
掲
注（
10
）三
八
八
頁
以
下
も
参
照
）。
な
お
、
山
本
・
前
掲
注（
20
）二
二
四
頁
も
、
結
果
回
避
の
確
実
性
に
つ
い
て
明
示
的
に
は
言
及
し
な
い
も
の
の
、
結
果

回
避
可
能
性
（
な
い
し
因
果
関
係
）
判
断
に
つ
い
て
、
過
失
犯
と
不
作
為
犯
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
29
）　

な
お
、
過
失
犯
に
お
い
て
は
結
果
回
避
の
確
実
性
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
と
す
る
主
張
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）三
〇
一
頁
以
下
は
、
結
果

回
避
が
確
実
に
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
な
く
と
も
、
反
対
に
、
そ
れ
が
確
実
に
不
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
疑
わ
れ
な
い
限
り
は
、
結
果
回
避
可
能
性
の
存
在
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
、
い
わ
ゆ
る
危
険
増
加
論
の
理
解
で
あ
る
。

（
30
）　

た
と
え
ば
、
最
判
平
成
一
五
年
一
月
二
四
日
集
刑
二
八
三
号
二
四
一
頁
（
黄
色
点
滅
信
号
事
件
）
が
そ
の
典
型
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
道
路
交
通
法
四
二
条

一
号
所
定
の
徐
行
義
務
に
従
っ
て
、
減
速
し
て
徐
行
す
べ
き
と
こ
ろ
、
何
ら
徐
行
す
る
こ
と
な
く
、
時
速
約
三
〇
な
い
し
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
進
行
を
続
け

た
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
成
否
が
争
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
被
告
人
の
当
該
行
為
を
過
失
作
為
犯
と
し
て
構
成
し
た
上
で
、
徐
行
義
務

の
履
行
に
よ
る
結
果
回
避
可
能
性
の
存
否
が
問
題
に
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
31
）　

た
と
え
ば
、
原
田
・
前
掲
注（
8
）二
八
八
頁（
注
28
）は
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
結
果
回
避
可
能
性
（
確
実
性
）
は
、
不
作
為
型
の
過
失
犯
の
み
な
ら
ず
、
作

為
犯
構
成
の
過
失
犯
に
つ
い
て
も
同
様
に
要
求
さ
れ
る
要
件
で
あ
る
と
す
る
。



過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）（
谷
井
）

一
〇
三

（
32
）　

な
お
、
立
証
の
程
度
や
対
象
と
い
っ
た
訴
訟
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法　

第
七
巻
（
第
三
一
六
条
の
二
〜

第
三
二
八
条
）〔
第
二
版
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
四
一
三
頁
以
下
﹇
安
廣
文
夫
﹈、
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法　

第
六
巻　

§
三
一
七
〜
§
三

五
〇
の
一
四
〔
第
三
版
〕』（
立
花
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
一
六
頁
、
二
八
頁
以
下
﹇
植
村
立
郎
﹈、
松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法　

下
〔
新
版
補
正
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、

一
九
九
九
年
）
二
二
頁
な
ど
参
照
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
判
例
と
し
て
は
、
最
判
昭
和
二
三
年
八
月
五
日
刑
集
二
巻
九
号
一
一
二
三
頁
、
最
判
昭
和
四
八
年
一

二
月
一
三
日
集
刑
一
九
〇
号
七
八
一
頁
、
最
決
昭
和
五
七
年
五
月
二
五
日
集
刑
二
二
七
号
三
三
七
頁
、
最
決
昭
和
一
九
年
一
〇
月
一
六
日
刑
集
六
一
巻
七
号
六
七
七
頁

な
ど
。

（
33
）　

た
と
え
ば
、
林
幹
人
「
監
督
過
失
の
基
礎
」
内
藤
謙
ほ
か
編
『
平
野
龍
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集　

上
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
〇
年
）
三
四
二
頁
に
よ
れ
ば
、「
結

果
回
避
可
能
性
を
認
め
る
た
め
に
は
、
結
果
回
避
義
務
に
合
致
し
た
行
為
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で

あ
る
こ
と
（
実
体
的
要
件
）
が
、
合
理
的
な
疑
い
を
入
れ
な
い
程
度
ま
で
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
手
続
的
要
件
）」
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
不
作
為
犯
の
因
果

関
係
（
結
果
回
避
可
能
性
）
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
酒
井
・
前
掲
注（
27
）一
七
四
頁
も
同
旨
。
な
お
、
齋
野
彦
弥
「
結
果
回
避
可
能
性
と
『
疑
わ
し
き

は
被
告
人
の
利
益
に
』
の
原
則
」
研
修
七
六
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
34
）　

な
お
、
過
失
の
競
合
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
ら
に
共
同
正
犯
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
共
同
正
犯
関
係
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
行
為
者
各
人
の
注
意
義
務
の
履
行
に
よ
る
結
果
回
避
可
能
性
で
は
な
く
、
行
為
者
全
体
の
注
意
義
務
の
履
行
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
共
同
義

務
の
履
行
に
よ
る
結
果
回
避
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
際
に
結
果
回
避
可
能
性
判
断
の
基
点
と
し
て
仮
定
さ
れ
る
共
同
義
務
の
履
行

の
中
に
は
、
当
然
に
、
結
果
回
避
に
必
要
な
他
者
の
注
意
義
務
の
履
行
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
他
者
の
ど
の
よ
う
な
態
度
を
仮
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
は
一

義
的
に
定
ま
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岩
間
康
夫
『
製
造
物
責
任
と
不
作
為
犯
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
六
三
頁
、
金
子
博
「
過

失
の
競
合
に
関
す
る
一
考
察
│
│
過
失
不
作
為
犯
の
競
合
を
手
が
か
り
と
し
て
│
│
」
川
端
博
ほ
か
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
⑩
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
七
〇

頁
以
下
な
ど
も
参
照
。

（
35
）　

反
対
に
、
こ
の
よ
う
な
証
明
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
従
い
、
他
者
の
注
意
義
務
の
違
反
が
仮
定
さ
れ
た
上
で
、
被
告

人
の
結
果
回
避
可
能
性
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
36
）　

こ
の
よ
う
な
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
類
似
し
た
判
断
は
、
被
告
人
と
し
て
訴
追
さ
れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、
注
意
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
明
示
的
な
判

断
が
下
さ
れ
て
い
な
い
者
の
適
切
な
行
動
を
仮
定
し
て
初
め
て
、
被
告
人
の
結
果
回
避
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

被
告
人
が
注
意
義
務
を
履
行
し
て
い
た
な
ら
ば
、
他
者
も
こ
れ
に
応
じ
て
適
切
な
行
動
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
証
明
で
き
た
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
他
者

の
適
切
な
行
動
を
付
け
加
え
て
被
告
人
の
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
東
京
地
判
平
成
二
二
年
五
月
一
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一

三
二
八
号
二
四
一
頁
（
湯
沸
器
使
用
者
に
よ
る
訪
問
点
検
の
積
極
的
な
応
諾
）、
東
京
地
判
平
成
二
七
年
九
月
二
九
日
判
タ
一
四
二
三
号
三
三
四
頁
（
保
守
点
検
員
に

よ
る
保
守
点
検
業
務
の
適
切
な
実
施
）
な
ど
。

（
37
）　

も
っ
と
も
、
実
際
上
、
こ
の
よ
う
な
認
定
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
被
告
人
Ｎ
の
防
火
区
画
シ
ャ
ッ
タ
ー
の
全
面
閉
鎖
義
務
と
被
告
人
Ｔ
の
避
難
誘
導
訓



一
〇
四

練
義
務
と
は
互
い
に
独
立
し
た
、
い
わ
ば
、
無
関
係
な
注
意
義
務
で
あ
っ
て
、
Ｎ
の
義
務
履
行
に
よ
っ
て
Ｔ
の
義
務
履
行
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
性
が
存
在
し
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、「
義
務
履
行
認
定
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
採
用
さ
れ
た
最
決
平
成
二
二
年
五
月
三
一
日
刑
集
六
四
巻
四
号
四
四
七
頁
や
、
東
京
高
判
平
成

一
七
年
三
月
二
五
日
刑
集
六
二
巻
四
号
一
一
八
七
頁
な
ど
と
は
異
な
る
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
が
、
Ｎ
の
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
あ
た
り
、
こ
の
よ
う
に
無
関
係
な

Ｔ
の
注
意
義
務
の
履
行
を
前
提
と
し
た
こ
と
に
は
批
判
も
向
け
ら
れ
て
い
る
（
林
（
幹
）・
前
掲
注（
6
）七
四
頁
）。

（
38
）　

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
件
の
上
告
審
で
あ
る
最
決
平
成
二
年
一
一
月
二
九
日
刑
集
四
四
巻
八
号
八
七
一
頁
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
被
告
人
Ｔ
の
注
意

義
務
の
履
行
を
前
提
と
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
い
ず
れ
に
せ
よ
被
告
人
Ｎ
に
つ
き
結
果
回
避
可
能
性
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
林
（
幹
）・
前
掲
注（
6
）七
四
頁
。
な
お
、
原
田
・
前
掲
注（
8
）二
七
八
頁
も
参
照
）。

（
39
）　

本
件
第
一
審
（
東
京
地
判
昭
和
六
二
年
五
月
二
〇
日
刑
集
四
七
巻
九
号
九
一
三
頁
）
に
お
け
る
共
同
被
告
人
で
あ
っ
た
が
、
控
訴
し
な
か
っ
た
た
め
、
同
人
に
対
す

る
有
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
た
。

（
40
）　

こ
の
よ
う
な
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
類
似
し
た
判
断
は
、
被
告
人
と
し
て
訴
追
さ
れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、
注
意
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
明
示
的
な
判

断
が
下
さ
れ
て
い
な
い
者
の
適
切
な
行
動
を
仮
定
し
て
初
め
て
、
被
告
人
の
結
果
回
避
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

他
者
が
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
被
告
人
の
結
果
回
避
可
能
性
を
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
従
業
員
に
よ
る
適
切
な
避
難
誘
導

の
実
施
を
前
提
と
し
た
も
の
と
し
て
、
福
岡
高
判
昭
和
六
三
年
六
月
二
八
日
刑
集
四
五
巻
八
号
四
五
九
頁
、
最
決
平
成
二
年
一
一
月
一
六
日
刑
集
四
四
巻
八
号
七
四
四

号
、
東
京
地
判
平
成
一
七
年
二
月
二
四
日LEX
/D
B 28105410

な
ど
。
ま
た
、
具
体
的
な
判
断
が
示
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
最
決
平
成
二
四
年
二
月
八
日
最
高

裁
判
所
刑
事
判
例
集
六
六
巻
四
号
二
〇
〇
頁
（
三
菱
自
工
タ
イ
ヤ
等
脱
落
事
件
）
に
お
い
て
も
、
リ
コ
ー
ル
実
施
の
最
終
決
定
権
を
有
す
る
品
質
技
術
担
当
役
員
で
あ

っ
た
品
質
・
技
術
本
部
長
が
適
切
に
判
断
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
前
提
に
、
被
告
人
ら
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
が
認
定
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
（
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
橋
爪
隆
「
過
失
犯
（
2
）
│
│
最
近
の
特
殊
過
失
事
件
に
つ
い
て
」
警
察
学
論
集
七
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
六
九
頁
以
下
を
参
照
）。

（
41
）　

こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
橋
爪
・
前
掲
注（
40
）一
七
〇
頁
以
下
な
ど
。

（
42
）　

本
事
案
に
つ
い
て
は
、
三
井
誠
・
森
本
宏
「
対
談
・
防
火
管
理
責
任
を
考
え
る
（
六
）・
千
成
ホ
テ
ル
火
災
事
件
判
決
と
問
題
点
（
Ⅰ
）
違
法
建
築
物
と
行
政
の
対

応
等
を
中
心
と
し
て
」
近
代
消
防
二
三
巻
九
号
（
一
九
八
五
年
）
一
四
四
頁
以
下
、
同
「
対
談
・
防
火
管
理
責
任
を
考
え
る
（
七
）・
千
成
ホ
テ
ル
火
災
事
件
判
決
と

問
題
点
（
Ⅱ
）
避
難
機
具
の
設
置
義
務
を
め
ぐ
っ
て
」
近
代
消
防
二
三
巻
一
〇
号
（
一
九
八
五
年
）
一
三
九
頁
以
下
、
同
「
対
談
・
防
火
管
理
責
任
を
考
え
る

（
八
）・
千
成
ホ
テ
ル
火
災
事
件
判
決
と
問
題
点
（
Ⅲ
）
因
果
関
係
の
認
定
を
め
ぐ
っ
て
」
近
代
消
防
二
三
巻
一
一
号
（
一
九
八
五
年
）
一
一
七
頁
以
下
、
同
「
対
談
・

防
火
管
理
責
任
を
考
え
る
（
九
）・
千
成
ホ
テ
ル
火
災
事
件
判
決
と
問
題
点
（
Ⅳ
）
因
果
関
係
の
認
定
を
め
ぐ
っ
て
」
近
代
消
防
二
三
巻
一
二
号
（
一
九
八
五
年
）
一

五
六
頁
以
下
が
詳
細
に
扱
っ
て
い
る
。
な
お
、
原
田
・
前
掲
注（
8
）二
七
六
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
10
）三
八
八
頁
も
参
照
。

（
43
）　

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
特
殊
過
失
刑
事
事
件
裁
判
例
集
（
二
）』（
法
曹
会
、
一
九
八
九
年
）
七
一
四
頁
以
下
参
照
。

（
44
）　

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
特
殊
過
失
刑
事
事
件
裁
判
例
集
（
二
）』（
法
曹
会
、
一
九
八
九
年
）
六
九
〇
頁
以
下
参
照
。

（
45
）　

な
お
、「
義
務
履
行
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
お
よ
び
「
義
務
違
反
前
提
型
ア
プ
ロ
ー
チ
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
過
失
競
合
肯
定
説
」
お
よ
び
「
過
失
競
合
否



過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）（
谷
井
）

一
〇
五

定
説
」
と
も
呼
ば
れ
る
（
原
田
・
前
掲
注（
8
）二
七
六
頁
以
下
参
照
）。

（
46
）　

た
と
え
ば
、
島
田
・
前
掲
注（
4
）一
一
一
頁
、
鎮
目
征
樹
「
公
務
員
の
刑
法
上
の
作
為
義
務
」
研
修
七
三
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
九
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
原

田
・
前
掲
注（
8
）二
六
二
頁
に
お
い
て
も
、
同
趣
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
47
）　

小
林
・
前
掲
注（
5
）三
八
頁
以
下
。

（
48
）　

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
親
和
的
な
理
解
を
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
他
に
も
た
と
え
ば
、
松
宮
孝
明
「
判
批
」
判
例
時
報
二
〇
三
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
九

二
頁
（
な
お
、
松
宮
孝
明
「
不
作
為
犯
」
刑
法
雑
誌
四
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
二
七
一
頁
も
参
照
）、
岩
間
・
前
掲
注（
34
）一
六
〇
頁
な
ど
。

（
49
）　

た
と
え
ば
、
井
田
良
「
注
意
義
務
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
刑
法
雑
誌
三
四
巻
一
号
（
一
九
九
五
年
）
一
〇
〇
頁
な
ど
。

（
50
）　

た
と
え
ば
、
林
（
幹
）・
前
掲
注（
6
）七
四
頁
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）三
四
六
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
原
田
・
前
掲
注（
8
）二
七
七
頁
に
お
い
て
も
、
同
趣
旨
の
指

摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
51
）　

た
と
え
ば
、
石
塚
・
前
掲
注（
6
）四
四
頁
、
林
陽
一
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
理
論
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
五
三
頁
以
下
な
ど
。

（
52
）　

た
と
え
ば
、
原
田
・
前
掲
注（
8
）二
八
七
頁
（
注
27
）、
金
谷
暁
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
五
年
度
）』（
法
曹
会
、
一
九
九
五
年
）
一
九
三

頁
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
主
張
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
53
）　

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
編
『
特
殊
過
失
刑
事
事
件
裁
判
例
集
（
二
）』（
法
曹
会
、
一
九
八
九
年
）
七
〇
七
頁
以
下
。

（
54
）　

た
と
え
ば
、
林
（
幹
）・
前
掲
注（
6
）七
三
頁
以
下
は
、
監
督
過
失
の
事
案
を
念
頭
に
、
従
業
員
を
は
じ
め
と
し
た
他
者
の
行
動
に
つ
い
て
は
、「
過
去
の
デ
ー
タ
も

少
な
く
、
実
験
も
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
人
の
意
思
・
行
動
に
つ
い
て
の
法
則
は
一
般
的
に
い
っ
て
精
度
が
低
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
確
実
な
判
断

を
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
と
な
る
こ
と
が
多
い
」
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
同
・
前
掲
注（
33
）三
四
二
頁
も
参
照
。
ま
た
、
石
塚
・
前
掲
注（
6
）四
一
頁
、
井
田
・

前
掲
注（
49
）一
〇
〇
頁
、
岩
間
・
前
掲
注（
34
）一
五
九
頁
以
下
も
同
旨
。

（
55
）　

井
田
・
前
掲
注（
49
）一
〇
〇
頁
。
事
実
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
証
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
実
体
法
的
な
方
策
が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

（
56
）　

石
塚
・
前
掲
注（
6
）四
三
頁
以
下
。

（
57
）　

こ
れ
を
徹
底
す
れ
ば
、
最
後
の
過
失
行
為
者
だ
け
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
58
）　

た
と
え
ば
、
小
林
・
前
掲
注（
5
）四
八
頁
は
、「
監
督
義
務
以
外
の
一
般
的
な
結
果
防
止
、
回
避
義
務
で
あ
っ
て
も
、
法
が
そ
れ
を
同
時
に
複
数
人
に
課
し
て
い
る

場
合
に
は
、
そ
れ
は
各
々
の
遵
守
を
前
提
と
し
て
の
み
意
味
を
持
ち
得
る
」
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
を
監
督
過
失
に
限
る
と
す
る
理
由
は
見
出
し
が

た
い
と
す
る
。

（
59
）　V

gl. dazu etw
a H
aas, D

ie Bedeutung hypothetischer K
ausalverläufe für die T

at und die strafrechtliche W
ürdigung, GA

 2015, 92.

（
60
）　V

gl. z.B. D
uttge, in : Joecks/M

iebach

（H
rsg.

）, M
ünchener K

om
m
entar zum

 Strfgesetzbuch, Bd. 1, 3. A
ufl . 2017, § 15 Rn. 163 ff .

（
61
）　V

gl. z.B. RGSt 63, 211; RG H
RR 1926, N

r. 2302.  

前
者
は
山
羊
の
毛
事
件
、
後
者
は
コ
カ
イ
ン
・
ノ
ヴ
ォ
カ
イ
ン
事
件
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
Ｒ
Ｇ
は
、



一
〇
六

結
果
が
発
生
す
る
確
実
性
ま
た
は
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
が
存
す
る
場
合
に
の
み

4

4

4

4

4

、
前
者
の
事
案
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
行
為
が
結
果
を
惹
起
し
た
と
い
う

原
因
関
係
が
、
後
者
の
事
案
に
お
い
て
は
、
責
任
が
否
定
さ
れ
る
と
判
示
し
た
。
な
お
、
こ
れ
に
類
似
す
る
判
断
を
下
し
た
も
の
と
し
て
、RGSt 15, 151

（
薬
剤
師

事
件
）
は
、
結
果
が
発
生
す
る
確
実
性
ま
た
は
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
が
存
す
る
場
合
に
は

4

4

4

4

、
原
因
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と
判
示
し
て
い
る
。

（
62
）　BGH

St 11, 1.

（
63
）　V

gl. z.B. BGH
 N
StZ 1986, 217; BGH

St 37, 106; BGH
; N
JW
 200, 2754; BGH

St 52, 159.  

こ
れ
ら
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
に
つ
い
て
は
、
後
の
四
章
1
節
に
て
詳

述
す
る
。

（
64
）　V

gl. dazu etw
a V
ogel, in: Laufhütte/Rissing-von Saan/T

iedem
ann

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch, Leipziger K
om
m
entar, Bd. 1, 12. A

ufl . 2007, 
§ 15 Rn. 184; D

uttge, a. a. O
.

（A
nm
. 60

）, § 15 Rn. 178.  

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
変
遷
を
詳
細
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）五
一
頁

以
下
を
参
照
。

（
65
）　V

gl. z.B. Sternberg-Lieben/Schuster, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, K
om
m
entar, 29. A

ufl . 2014, § 15 Rn. 177 f.; M
agnus, D

er 
Pfl ichtw

idrigkeitszusam
m
enhang im

 Strafrecht, JuS 2015, 404 f.; D
uttge, a. a. O

.

（A
nm
. 60

）, § 15 Rn. 178.  

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
「
確
実
性
に

境
を
接
す
る
蓋
然
性
」
と
い
う
要
素
が
、
回
避
可
能
性
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
ど
の
程
度
の
蓋
然
性
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
実
体
法
上
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
こ
で
設
定
さ
れ
た
蓋
然
性
の
存
在
が
ど
の
程
度
確
実
に
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
訴
訟
法
上
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る

の
か
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
区
別
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
る
と
の
分
析
も
な
さ
れ
て
い
る
（
本
間
一
也
「
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
の
客
観
的
帰
属
（
二
）」

北
大
法
学
論
集
四
一
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
六
八
頁
）。
事
実
、
た
と
え
ば
、M

agnus, a. a. O
.

（A
nm
. 65

）, 404 f.  

は
、
回
避
可
能
性
の
程
度
と
し
て
蓋
然
性
を

理
解
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、Sternberg-Lieben/Schuster, a. a. O

.

（A
nm
. 65

）, § 15 Rn. 177 f.

やD
uttge, a. a. O

.

（A
nm
. 60

）, § 15 Rn. 178

な
ど
は
、
証

明
の
程
度
と
し
て
蓋
然
性
を
理
解
し
て
い
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

（
66
）　V

gl. dazu etw
a D
uttge, a. a. O

.

（A
nm
. 60

）, § 15 Rn. 160 ff .

（
67
）　V

gl. z.B. W
alter, in: Laufhütte/Rissing-von Saan/T

iedem
ann

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch, Leipziger K
om
m
entar, Bd. 1, 12. A

ufl . 2007, V
or 

§ 13 Rn. 99; Sternberg-Lieben/Schuster, a. a. O
.

（A
nm
. 65

）, § 15 Rn. 173 ff .

（
68
）　V

gl. z.B. E
isele, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, K

om
m
entar, 29. A

ufl . 2014, V
or §§ 13 ff . Rn. 99; M

agnus, a. a. O
.

（A
nm
. 65

）, 402; 
M
om
sen, in: Satzger/Schluckebier/W

idm
aier

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch, K
om
m
entar, 3. A

ufl age 2016, § 15 Rn. 78; Fischer, Strafgesetzbuch 
m
it N
ebensgesetzen, K

om
m
entar, 64. A

ufl . 2017, V
or § 13 Rn. 35; D

uttge, a. a. O
.

（A
nm
. 60

）, § 15 Rn. 165.

（
69
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
に
つ
い
て
否
定
的
な
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、Puppe, in: K

indhäuser/N
eum
ann/Paeff gen

（H
rsg.

）, N
om
ons 

K
om
m
entar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. A

ufl ., V
or §§ 13 ff  Rn. 200.

（
70
）　V

gl. z.B. RGSt 15, 151; RGSt 63, 211.

（
71
）　V

gl. z.B. BGH
St 11, 7.



過
失
の
競
合
事
案
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
判
断
に
つ
い
て
（
一
）（
谷
井
）

一
〇
七

（
72
）　

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
に
対
し
て
は
否
定
的
な
見
方
も
あ
る
。V

gl. dazu etw
a E
isele, a. a. O

.

（A
nm
. 68

）, V
or §§ 13 ff . Rn. 81.

（
73
）　V

gl. dazu etw
a K
udlich, Fahrlässige T

ötung und K
örperverletzung: V

erantw
ortlichkeit eines Bauingenieurs für den T

od und die 
V
erletzung von Personen infolge des Einsturzes des D

achs einer Eissporthalle w
egen U

nterlassens der pfl ichtgem
äßen "handnahen" 

Ü
berprüfung der D

achkonstruktion bzw
. positiver A

ussagen über den T
ragw

erkszustand des D
achs, JA

 2010, 554; G
reco, K

ausalitäts- und 
Zurechnungsfragen bei unechten U

nterlassungsdelikten, ZIS 2011, 674; M
agnus, a. a. O

.

（A
nm
. 65

）, 404.

（
74
）　V

gl. z.B. BGH
St 11, 1.  

な
お
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
回
避
可
能
性
要
件
の
内
容
理
解
に
つ
い
て
相
違
は
あ
る
も
の
の
、RGSt 63, 211

（
山
羊
の
毛
事
件
）

に
お
い
て
も
、
過
失
作
為
犯
の
場
合
の
結
果
帰
属
に
つ
き
、
被
告
人
の
作
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
加
え
て
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
回
避
可
能
性
の
存

在
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

（
75
）　V

gl. dazu etw
a Stree/Bosch, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, K

om
m
entar, 29. A

ufl . 2014, § 13 Rn. 61 f.; K
udlich. in: Satzger/

Schluckebier/W
idm
aier

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch, K
om
m
entar, 3. A

ufl age 2016, V
or §§ 13 ff . Rn. 49; W

ohlers/G
aede, in: K

indhäuser/
N
eum
ann/Paeff gen

（H
rsg.

）, N
om
ons K

om
m
entar, Strafgesetzbuch, Bd. 1, 4. A

ufl ., § 13 Rn. 15; T
ag, in: D

öllig/D
uttge/Rössner

（H
rsg.

）, 
H
andkom

m
entar, Gesam

tes Strafrecht, 4. A
ufl . 2017, StGB § 13 Rn. 10.

（
76
）　Puppe, a. a. O

.

（A
nm
. 69

）, V
or §§ 13 ff  Rn. 118; W

ohlers/G
aede, a. a. O

.

（A
nm
. 75

）, § 13 Rn. 14; Freund, in: Joecks/M
iebach

（H
rsg.

）, 
M
ünchener K

om
m
entar zum

 Strfgesetzbuch, Bd. 1, 3. A
ufl . 2017, § 13 Rn. 213 f.

（
77
）　

作
為
犯
と
異
な
り
、
不
作
為
犯
は
、
積
極
的
な
危
険
創
出
な
い
し
外
界
へ
の
作
用
が
な
い
た
め
、
自
然
的
な
意
味
で
の
因
果
関
係
は
観
念
し
に
く
い
こ
と
か
ら
、
準

因
果
関
係
と
い
う
用
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。V

gl. dazu etw
a M

. H
einrich, in: D

öllig/D
uttge/Rössner

（H
rsg.

）, H
andkom

m
entar, Gesam

tes 
Strafrecht, 4. A

ufl . 2017, StGB V
or § 13 Rn.65 f.; Freund, a. a. O

.

（A
nm
. 76

）, § 13 Rn. 210 ff .

（
78
）　V

gl. dazu etw
a K
udlich, a. a. O

.

（A
nm
. 73

）, 553 f.; A
st, Begehung und U

nterlassung-A
bgrenzung und Erfolgszurechnung A

m
 Beispiel 

der BGH
-U
rteile zum

 Behandlungsabbruch und zum
 Eissporthallenfall, ZStW

 124

（2012

）, 640.

（
79
）　

こ
の
よ
う
な
分
析
を
な
す
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、K

ühl, Zur Frage der K
ausalität bei U

nterlassungsdelikten-A
nm
erkung zur Entscheidung 

des BGH
 vom

 12.1.2010, 1 StR 272/09, N
JW
 2010, 1093; K

ahrs, N
ach unrichtigem

 Gutachten über die Standsicherheit bricht das D
ach der 

städtischen Eissporthalle Bad Reichenhall unter hoher Schneelast zusam
m
en - V

erm
eidbarkeit und condicio sine qua non - gestaff elte 

V
erm
eidepfl icht-rechtliche V

erm
utung Zugleich eine Besprechung des U

rt. des BGH
 vom

 12.1.2010-1 StR 272/09

（LG T
raunstein

）, N
StZ 

2011, 17; A
st, a. a. O

.

（A
nm
. 78

）, 617

な
ど
。
実
際
、
過
失
作
為
犯
の
回
避
可
能
性
要
件
を
判
断
し
たBGH

St 11, 1

（
ト
レ
ー
ラ
ー
事
件
）
が
、
過
失
不
作
為
犯

の
成
否
が
争
わ
れ
たBGH

 N
JW
 2010, 1087

（
ア
イ
ス
ス
ケ
ー
ト
場
事
件
）
に
お
い
て
、
不
作
為
の
準
因
果
関
係
の
判
断
に
際
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
80
）　V

gl. z.B. D
uttge, a. a. O

.

（A
nm
. 60

）, § 15 Rn. 178.  

あ
る
い
は
、
関
係
説
（
関
連
説
、
連
関
説
と
も
）（Zusam

m
enhangstheorie

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、
同
説
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
因
果
関
係
の
ほ
か
に
、
注
意
義
務
違
反
と
結
果
と
の
間
に
特
別
な
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解
の
総
称
で
あ
っ
て
（V

gl. 



一
〇
八

dazu R
oxin, Pfl ichtw

idrigkeit und Erfolg bei fahrlässigen D
elikten, ZStW

 74

（1962

）, 419

）、
厳
密
に
い
え
ば
、
合
義
務
的
代
替
態
度
に
よ
る
結
果
の
回

避
可
能
性
を
常
に
要
求
す
る
も
の
で
は
な
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
山
中
・
前
掲
注（
21
）三
一
頁
、
本
間
・
前
掲
注（
65
）六
七
頁
以
下
、
古
川
・
前
掲
注（
5
）二
六

九
頁
を
参
照
）。
も
っ
と
も
、
関
連
説
と
い
う
呼
称
で
も
っ
て
、
回
避
可
能
性
説
を
指
す
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
（V

gl. dazu. etw
a Jordan, Rechtm

äßiges 
A
lternativverhalten und Fahrlässigkeit, GA

 1997, 349

）。

（
81
）　V

gl. dazu etw
a R
oxin, a. a. O

.

（A
nm
. 80

）, 411 ff .  

同
説
を
詳
細
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
山
中
・
前
掲
注（
21
）
四
九
頁
以
下
、
三
〇
一
頁

以
下
、
川
口
浩
一
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
危
険
増
加
論
の
最
近
の
展
開
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
七
号
（
一
九
八
三
年
）
三
一
頁
以
下
、
四
一
号
（
一

九
八
四
年
）
一
頁
以
下
な
ど
。

（
82
）　V

gl. dazu etw
a R
oxin, Problem

e psychisch verm
ittelter K

ausalität, FS A
chenbach, 2011, S. 430 f.; G

reco, a. a. O
.

（A
nm
. 73

）, 675 ff .

（
83
）　V

gl. dazu etw
a W
ohlers/G

aede, a. a. O
.

（A
nm
. 75

）, § 13 Rn. 15 ff .; E
isele, a. a. O

.

（A
nm
. 68

）, V
or §§ 13 ff . Rn. 99 f.; W

alter, a. a. O
.

（A
nm
. 

67

）, V
or § 13 Rn. 99 ff .; V

ogel, a. a. O
.

（A
nm
. 64

）, § 15 Rn. 191 ff .; M
. H
einrich, a. a. O

.

（A
nm
. 77

）, StGB V
or § 13 Rn. 119 ff .

（
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